
工学域支援課教務グループにおける手続きの流れ

黄色セル・・・学生

①キャリアセンター担当者から、受入れ結果の連絡を受ける キャリア→事務

↓受入れ不可の場合は、キャリアセンターから学生に連絡 キャリア→学生

②学生へCNSにて受入結果の送付(推進委員同報）
　受入可の場合は必要書類等（※１）を併せて送付　　　　　　　　　　　学籍番号メールアドレス宛

事務→学生

↓

③学生からインターンシップに関する事前書類（※２）の提出　　　　　窓口のみ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（企業に提出する押印書類があるため）

学生→事務

↓

④キャリアセンターへ事前書類等（※３）の提出 事務→キャリア

↓キャリアセンターから企業へ必要書類の送付（新規企業には覚書締結の依頼を行う） キャリア→企業

⑤インターンシップ実施

　インターンシップ期間中、学生は「インターンシップ実施日誌（様式４）　」を記入　　　担当者の押印漏れに注意

↓

⑥学生から事後書類（※４）の提出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　窓口又はメール 学生→事務

⑦受入れ企業から「インターンシップ評価書」の提出 企業→事務

↓

⑧学科発表会等事後指導行事 学生

↓

⑨各学科インターンシップ推進委員へ採点表等必要書類（※５）を送付 事務→教員

↓

⑩各学科インターンシップ推進委員から成績の提出 教員→事務

※１　事務から学生へ次の1～９の書類を送付

　１　　　様式１　インターンシップ実施届（集中講義履修申告を兼ねる。）

　２　　　様式２　インターンシップ事前準備書

　３　　　様式３　誓約書

　４　　　様式４　インターンシップ実施日誌（学生）

　５　　　様式５　インターンシップ結果報告書

　６　　　様式６　インターンシップにおける留意事項

　７　　　様式７　インターンシップ評価書

　８　　　参加者アンケート（キャリアセンター作成）

　９　　　推進委員・担当教員名簿

※２　学生から提出が必要な事前書類は上記１．２．３．７及び保険加入書の写(ただし、単位取得を希望しない場合は７は不要）
※３　キャリアセンターへ提出する書類は上記２．３．７、保険加入書の写及び７返送用封筒
※４　学生から提出が必要な事後書類は上記４．５．８

※５　教員に送付する書類は上記１．４．５．７及び採点表

学生


